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現行の臓器移植法に至る経緯

◆角膜移植法（昭和33年4月17日）――遺族の書面による承諾
◆角膜腎臓移植法（昭和54年12月18日）
　――①遺族の書面による承諾，又は，
　　　②死者の生存中の書面による承諾及び遺族の不拒
◆臓器移植法案（各党協議会案）（平成6年4月12日）
　――①死者の生存中の提供意思の書面による表示及び
　　　　遺族の不拒，又は，
　　　②遺族の書面による承諾
◆臓器移植法案（各党協議会案）に対する修正案（平成8年6月14日）
　――①死者の生存中の提供意思の書面による表示及び
　　　　遺族の不拒
◆臓器移植法（平成9年7月16日,成立は6月17日,施行は10月16日）
　―［①死者の生存中の脳死判定に従う意思の書面による表示及び
　　　　家族の不拒，及び］
　　　②死者の生存中の提供意思の書面による表示及び
　　　　遺族の不拒



臓器移植法に基づく脳死移植
(1)平成11年2月（高知日赤病院／心（阪），肝（信），腎２，角膜２）
(2)平成11年5月（慶應大学病院／心（循），腎２）
(3)平成11年6月（古川市立病院／心（循），肝（京・10歳未満男児），
腎２）

(4)平成11年6月（千里救命救急センター／肝（信・不使用），腎２）
(5)平成12年3月（駿河台日本大学病院／心（阪・8歳男児），肺（阪・
東北），肝臓（京・10歳未満女児・信），腎２）

(6)平成12年4月（由利組合総合病院〔秋田県本庄市〕／（肝・京））
(7)平成12年4月（杏林大学病院／心（阪），膵腎（阪），肝（京），腎
１）

(*)平成12年6月（藤田保健衛生大学病院）法に基づく脳死判定がなされたが
臓器は摘出されず。

(8)平成12年7月（福岡徳洲会病院／心（循），肝（京・10歳代女性），
肺（東北），腎２）

(9)平成12年11月（函館市立函館病院／肝（京），腎）



(10)平成13年1月（昭和大病院／心（循・10歳代男性），右肺（東
北），肝（京），膵腎（阪），腎）

(11)平成13年1月（川崎市立川崎病院／心（循），肺（阪），膵腎
（女子医），腎臓，小腸（京・10歳未満小児），角膜）

(12)平成13年2月（日本医大／心（阪），肝（北），腎２）
(13)平成13年3月（奈良医大／心（循），両肺（阪），肝（京・10歳代
女性），腎２，角膜）

(14)平成13年7月（聖路加国際病院／腎２〔ドナーの親族に〕）
(15)平成13年7月（国立南和歌山病院，10歳代後半／心（女子医），
肺（阪），肺（阪），肝（京・10歳代女性），膵腎（福島県立医），腎）

(16)平成13年8月（新潟市民病院／肝（京・10歳代女性），膵腎
（九），腎）

(17)平成13年11月（千葉大病院／心（循），肺（東北），肝（北），膵
腎（九），腎）

(18)平成14年1月（日本医大／心（阪），肺（岡山），肝（信・10歳未
満男児），肝（信），膵（阪），腎２）



(19)平成14年4月（日本医大／肝（北），腎２）

(20)平成14年8月（八戸市立市民病院／心（阪），肺（京），肝（京），
膵腎（女子医），腎）

(21)平成14年11月（川崎医大病院／心（循），肺（岡），肝（北））

(22)平成14年11月（和歌山県立医大病院／心（阪），両肺（東北），
肝（京・10歳未満女児），分割肝（東京・10歳代男性），膵腎（九），
腎）

(23)平成14年12月（岐阜市民病院／心（女子医），腎２）

(24)平成15年9月（船橋市立医療センター／両肺（岡），肝（京・10
歳未満女児），腎２，［家族の同意に基づき膵島凍結保存］）



臓器移植法の内容・適用範囲
(1)本法の内容
①臓器移植に関する基本的理念
②臓器移植目的で死体から心臓，肺，肝臓，腎臓，膵臓，小腸，眼
球を摘出するための要件（なお，本法の運用指針第11　２は，こ
れ以外の臓器を移植目的で死体から摘出することを禁じている）

③臓器売買の禁止（すべての臓器移植に及ぶ）
④死体から摘出された臓器のあっせんに関わる要件，など
(2)本法の適用がない移植など
①生体から摘出される臓器・組織を利用する移植（例・腎移植，肝
移植，肺移植，膵臓移植，骨髄移植）

②死体から摘出される組織（例・皮膚，血管，心臓弁，骨，膵島）
の移植（→運用指針第11　６：遺族の承諾）

③細胞・組織を原材料とする医薬品等の製造のための細胞・組織の
採取・利用

④生体・死体から摘出された臓器・組織・細胞の研究利用



臓器移植法第６条第１項

①　医師は，死亡した者が生存中に臓器を移植術
に使用されるために提供する意思を書面により
表示している場合であって，その旨の告知を受
けた遺族が当該臓器の摘出を拒まないとき又は
遺族がないときは，この法律に基づき，移植術
に使用されるための臓器を，死体（脳死した者の
身体を含む。以下同じ。）から摘出することがで
きる。



臓器移植法第６条第２項第３項

②　前項に規定する『脳死した者の身体』とは、その
身体から移植術に使用されるための臓器が摘出され
ることとなる者であって脳幹を含む全脳の機能が不
可逆的に停止するに至ったと判定されたものの身体
をいう。

③　臓器の摘出に係る前項の判定は、当該者が第１項
に規定する意思の表示に併せて前項による判定に従
う意思を書面により表示している場合であって、そ
の旨の告知を受けたその者の家族が当該判定を拒ま
ないとき又は家族がないときに限り、行うことがで
きる。［4項以下は省略］



死体からの移植用臓器の摘出要件

【死体（脳死した者の身体〔以下，「脳死体」とい
う〕も含む）からの臓器の一般的摘出要件（6条1
項）】

①生前の本人の，提供意思の，書面による表示（ド
ナーカード→臓器提供意思表示カードや運転免許
証・健康保険証へのシール）

②①の意思表示があったことを知らされた遺族が摘
出を拒まないこと（または遺族がないこと――遺
族がない場合については以下では省略する）



死体からの移植用臓器の摘出要件

【脳死体から臓器を摘出しようとする場合に，
脳死の判定を行うための要件（6条3項）】

③本人の，脳死判定に従うという意思の，書面
による表示（臓器提供意思表示カードや運転免許
証・健康保険証へのシール――「私は，脳死の判定
に従い，脳死後，移植の為に○で囲んだ臓器を提供
します。」）

④③の意思表示があったことを知らされた家族
が脳死判定を拒まないこと



臓器提供の意思表示

生前に提供意思の表示をなしうる者

ガイドライン第１　書面による意思表示ができる年齢等に
関する事項

「臓器の移植に関する法律……における臓器提供に係る意
思表示の有効性について、年齢等により画一的に判断す
ることは難しいと考えるが、民法上の遺言可能年齢等を
参考として、法の運用に当たっては、15歳以上の者の意
思表示を有効なものとして取り扱うこと。……患者が知
的障害者等であることが判明した場合においては、当面、
法に基づく脳死判定は見合わせること。」

臓器を分割・縮小して移植することが不可能な心臓などに
ついては身体の小さい小児の患者への移植ができない。



小児心臓移植の問題――自民党

本法施行後，18歳未満の43人が海外での心臓移植を希望
し，うち，12人が渡航前や渡航後の待機中に死亡して
いる。2002年7月17日に開かれた自民党の脳死・生命倫
理及び臓器移植調査会では，「法改正によって可能に
すべきだ」との意見が大勢を占め，9月までにたたき台
を作り，超党派の生命倫理研究議員連盟（中山太郎会
長）と連携をとって実現に向け努力することが決った。
［（2003年7月の小児循環器学会における福嶌教偉・大阪
大助手の報告によると，本法施行後，18歳未満の50人が海
外での心臓移植を希望し，うち，24人が海外渡航移植を受
け，19人が渡航前や渡航後の待機中に死亡している）］



小児心臓移植の問題――自民党

【平成１４年　９月２７日】 ■河野洋平・元総裁から生体肝移植
の体験を聴く　臓器移植調査会

２７日開かれた脳死・生命倫理及び臓器移植調査会で、今年
４月、信州大付属病院で生体肝移植を受けた河野洋平・総
裁が自らの体験を語った。「私は幸いなことに長男（河野太
郎衆院議員）から肝臓の一部の提供を受けて移植手術が
できた。しかし、手術や術後の医療を含め健康保険が適用
されず、全て自己負担なので治療を断念する患者も多い。
何とか公費で支援する道を考えてほしい」と訴えた。ま
た、・・・「１５歳以下の子供の臓器提供を可能にすることを
含め、この問題に余命をささげたい」と決意を語った。



小児心臓移植の問題――自民党
【平成１４年１０月２４日】 ■子供の臓器移植問題について専門家
の意見を聴く　脳死・生命倫理及び臓器移植調査会

　２４日、１５歳未満の臓器移植問題について、深尾立・日本移植
学会理事長、田中英高・大阪医科大学小児科助教授を招いて、
専門家の立場からの意見を聴いた。深尾理事長は、脳死による
臓器提供で心臓移植手術を受けたのは１３人に過ぎず、欧米の
５万７千人に比べ極端に少なく、１５歳未満の子供はわずか２人。
「わが国では子供からの臓器提供が認められていないため、死
を待つ患者が多く、やむなく海外で移植手術を受けている。この
ような状態は、是正されなければならない」と述べた。一方、田
中助教授は「子供は脳死状態になっても、成長ホルモンが働い
て背が伸びる例がある」と１５歳以下の臓器提供を認める法改
正の動きに慎重な立場を主張した。



平成11年度厚生科学研究「臓器移植の法的事項に関する
研究」（分担研究者町野朔上智大学教授）研究班の改正案

 第６条① 医師は、死亡した者が生存中に臓器を移植

術に使用されるために提供する意思を書面により表示
している場合であって、その旨の告知を受けた遺族が
当該臓器の摘出を拒まないとき、若しくは遺族がいな
いとき、又は死亡した者が当該意思がないことを表示し
ている場合以外の場合であって、遺族が移植術に使用
されるための臓器の摘出を書面により承諾したときに
は、移植術に使用されるための臓器を、死体（脳死体を
含む。以下同じ。）から摘出することができる。



厚生科学研究「臓器移植の法的事項に関する研究」
（分担研究者町野朔上智大学教授）研究班の改正案

 第６条② 前項後段の場合において死亡した者が未成

年者であるときには、移植術に使用されるための臓器
の摘出を書面により承諾する遺族は、その者の親権者
であった者とする。

 ③ 第１項の場合において、死亡した者の臓器提供の

許否に関する意思は、遺族に確認されなければならな
い。



町野班の改正案に対する批判

• 家族は本人の一番有利な代弁者になり得るという前提
があるが，必ずしもそうとは限らず，一つ間違えば，近
親者ほど残酷になる（米本昌平）。

• 町野案では、脳死を死と認めていなかった３割の人々の
運命は、家族にゆだねられることになる。そして家族が
承諾した場合、これらの人々は、意に反して脳死による
死の判定をされ、臓器を摘出されてしまう（森岡正博）。

• 脳死臨調の２年間の大論議や臓器移植法の制定まで
の過程をすべて否定することになる（梅原猛）。



町野班の改正案に対する批判

 脳死臨調の答申を踏み越えている。
 「臓器提供についての本人の承諾がドナーカード等
の文書でなされていない場合においても、近親者
が諸般の事情から本人の提供の意思を認めている
ときには臓器提供を認めてよいものと考える。さら
に、この点に関しては、本人の臓器提供について
の意思が不明な場合であっても、近親者が提供を
承諾する場合には、臓器提供を認めるべきである
という意見もあった。」



総理府の臓器移植に関する世論調査
（平成１２年５月）

 Ｑ１３　あなたは，脳死での臓器を提供することに
ついて，本人の意思表示と家族の承諾についてどう
思いますか。この中から１つだけあげてください。

 （ア）（20.6）本人の意思表示のみでよく家族の承
諾は不要

 （イ）（ 2.1）家族の承諾のみでよく本人の意思表
示は不要

 （ウ）（69.9）本人の意思表示と家族の承諾が必要

 （エ）（ 7.3）わからない
 （以下，出典はhttp://www8.cao.go.jp/survey/h12/zouki/index.html）



内閣府の臓器移植に関する世論調査
（平成１４年７～８月）

Ｑ３　あなたが、脳死での臓器提供の条件とすべきだと思うも
のはどれですか。この中から１つお答えください。

（ア）（54.0）本人の提供する意思表示と家族の承諾が共にあ
ること

（イ）（27.6）本人の提供する意思表示があること

（ウ）（ 2.9）本人及び家族の拒否の意思表示が共にないこと

（エ）（ 0.7）本人の拒否の意思表示がないこと

（オ）（ 6.5）本人の提供する意思表示があるか、または本人
の提供若しくは拒否の意思表示が不明の場合には家族の承諾
があること

（カ）（ 0.5）その他（　　　　　　　　　　　　）

（キ）（ 7.8）わからない
　　　　　　　　　（以下，出典はhttp://www8.cao.go.jp/survey/h14/h14-zouki/index.html）



総理府の臓器移植に関する世論調査（平成12年）

 Ｑ１４　１５歳未満の者からの脳死での臓器提供は，
現在はできないため，重い心臓病などの小さいお子
さんへの移植ができません。あなたは，このことに
ついてどう思いますか。この中から１つだけあげて
ください。

 （ア）（11.5）移植ができないのはやむを得ない
 （イ）（ 9.6）どちらかといえば移植ができないの
はやむを得ない

 （ウ）（36.6）どちらかといえば移植ができるよう
にするべきだ

 （エ）（31.2）移植ができるようにするべきだ
 （オ）（11.1）わからない



内閣府の臓器移植に関する世論調査（平成14年）

Ｑ１５　現在、１５歳未満の者からの脳死での臓器提供につい
ては、民法上の遺言可能年齢を参考として、法の運用にあ
たっては１５歳以上の者の意思表示を有効なものとして取
り扱うこととしているため、重い心臓病などの小さいお子
さんへの臓器移植ができない状況にあります。あなたは、
このことについてどう思いますか。この中から１つお答え
ください。

（ア）（11.5）臓器移植ができないのはやむを得ない
（イ）（ 8.1）どちらかといえば臓器移植ができないのはやむ

を得ない
（ウ）（31.5）どちらかといえば臓器移植ができるようにすべ

きだ
（エ）（28.1）臓器移植ができるようにすべきだ
（オ）（11.3）どちらともいえない
（カ）（ 9.3）わからない



内閣府の臓器移植に関する世論調査（平成14年）

Ｑ１６　１５歳未満の者の臓器提供の意思について、あなた
はどう思いますか。この中から１つお答えください。

（ア）（28.3）１５歳未満の者の判断であっても、本人の意
思を尊重すべき

（イ）（32.4）１５歳未満の者は適正な判断をできないので、
他の者（家族を含む）が代わって判断すればいい

（ウ）（21.8）１５歳未満の者は適正な判断をできないが、
だからといって他の者（家族を 含む）が代わって判断す
ることは適当ではない

（エ）（ 1.3）その他（　　　　　　　　　　　　　　）

（オ）（16.1）わからない



森岡正博教授の改正案（現行法６条に追加）

６歳以上１５歳未満の者については、生存中に臓
器を移植術に使用するために提供する意思を書
面により表示している場合であって、かつ親権者
が書面によりそれに承諾を与えていた場合であっ
て、かつその旨の告知を受けた遺族が当該臓器
の摘出を拒まないときまたは遺族がないときは、
この法律に基づき、移植術に使用されるための
臓器を、死体（脳死した者の身体を含む。以下同
じ。）から摘出することができる。６歳未満の者か
らの臓器摘出は禁止する。



日本移植者協議会の改正案
第六条 ①医師は、死亡した者が生存中に臓器を移植術に使用さ
れるために提供する意思を書面により表示している場合であっ
て、その旨の告知を受けた遺族が当該臓器の摘出を拒まない
とき又は遺族がないときは、この法律に基づき、移植術に使用
されるための臓器を、死体（脳死した者の身体を含む。以下同
じ。）から摘出することができる。死亡した者が15歳未満のとき
は遺族(親権者)が臓器を移植術に使用されるために提供する
意思を書面で示した場合も移植術に使用されるための臓器を、
死体（脳死した者の身体を含む。以下同じ。）から摘出すること
ができる。

②［変更なし］

③［削除（人の死亡の判定は、医師の専権事項であり、義務であ
る。それを本人または家族に対し判断をゆだねる事はあっては
ならない）］



日本移植者協議会の改正案の説明

遺族（親権者）が、脳死と判定されたあと臓器提供を行うことは、親
権の及ぶ範囲ではないとの意見もある。親権は子に利益を与え
る範囲のものでなくてはならないと解釈するのがその理由であり、
臓器提供は、子にとって不利益であると考える事に由来する。し
かし、幼くして亡くなる者が社会に対してどのように貢献できるか
を考えた時、臓器を提供することにより、子が社会に生存し、社会
の一員として社会に貢献できた事は、それが子の死後の臓器提
供であっても不利益であると言い切ることは出来ないものと考え
る。一方、幼くして子供を失う親にとって、その子がこの世に生存
した証として、何らかのかたちで社会貢献できる事は、心の安ら
ぎとなる。また、個人として生存する事はなくとも、どこかで、分身
としていきつづけている事は、親としての心の支えにもなることで
あり、その心情は汲み取られるべきである。



丸山私案

 (1)　12歳以上

 　本人に，脳死判定に従い臓器を提供するという意思表示
をすることを認める（親の承諾は，家族・遺族の脳死判定
及び臓器摘出を拒まない態度を求める要件で保証される）。

 (2)　12歳未満

 　子に対して行われる脳死判定に従う意思と臓器提供の意
思を親が表示すること，および家族・遺族のそれらについ
て拒まない態度があれば臓器の摘出を認める。ただし，生
前に本人が，脳死判定に従う意思のないこと，または，臓
器の摘出を拒否する意思を表明していた場合には臓器の摘
出はできない。



現行の臓器移植法に至る経緯

◆角膜移植法（昭和33年4月17日）――遺族の書面による承諾
◆角膜腎臓移植法（昭和54年12月18日）
　――①遺族の書面による承諾，又は，
　　　②死者の生存中の書面による承諾及び遺族の不拒
◆臓器移植法案（各党協議会案）（平成6年4月12日）
　――①死者の生存中の提供意思の書面による表示及び
　　　　遺族の不拒，又は，
　　　②遺族の書面による承諾
◆臓器移植法案（各党協議会案）に対する修正案（平成8年6月14日）
　――①死者の生存中の提供意思の書面による表示及び
　　　　遺族の不拒
◆臓器移植法（平成9年7月16日,成立は6月17日,施行は10月16日）
　―［①死者の生存中の脳死判定に従う意思の書面による表示及び
　　　　家族の不拒，及び］
　　　②死者の生存中の提供意思の書面による表示及び
　　　　遺族の不拒



心臓死体から摘出される眼球・腎臓

本法のもとで死体から移植用臓器を摘出するためには，本人
の臓器提供意思の表示があることが不可欠。他方，旧角膜
腎臓移植法のもとでは，遺族の承諾に基づいて臓器が摘出
されることがほとんどであった。

例外として附則４条第１項（心臓死体／眼球・腎臓の摘出）

「医師は、当分の間、第６条第１項に規定する場合のほか、
死亡した者が生存中に眼球又は腎臓を移植術に使用される
ために提供する意思を書面により表示している場合及び当
該意思がないことを表示している場合以外の場合であって、
遺族が当該眼球又は腎臓の摘出について書面により承諾し
ているときにおいても、移植術に使用されるための眼球又
は腎臓を、同条第二項の脳死した者の身体以外の死体から
摘出することができる。」



日本小児科学会2003年4月26日
日本小児科学会小児脳死臓器移植検討委員会
「小児脳死臓器移植はどうあるべきか 」
　わが国での小児脳死臓器移植の現状と問題点の検討の結果，「わ
が国では小児脳死臓器移植によってのみ生命の維持が得られる
小児が待機し，一部は海外渡航移植を受けている現実を厳粛に受
け止め，脳死臓器移植医療のもたらすQOLの改善を考慮すると小
児脳死臓器移植の必要性は十分に理解できる．また，小児科学会
代議員へのアンケート結果からも大多数の小児科医が脳死を死と
認め，小児脳死臓器移植の必要性については認めていることから
も日本小児科学会は小児脳死臓器移植を治療法の一つとして容
認する．

　しかし，その前提としてドナー・レシピエントとなる小児の人権を損な
うことのないように「死を考える授業」などを実践し，自らの命をどう
考えるかの教育を通して，例えばチャイルド・ドナーカードによる自
己意志表明，小児専門移植コーディネーターの育成，そして被虐
待児脳死例の臓器移植を回避する方策の確立など環境整備の諸
問題を今後継続して検討していくことを提言する．」



自由民主党2003年07月02日朝日新聞
臓器移植法の改正について議論している自民党の「脳死・生命倫理及
び臓器移植調査会」（会長＝宮崎秀樹参院議員）の作業班は１日、す
べての国会議員を対象に今国会中、脳死臓器移植に関する意識調
査をして、改正案づくりをすることを決めた。超党派の議員連盟に調
査を依頼し、「臓器提供が可能な年齢は１５歳以上でよいか」「臓器提
供に本人の意思表示は必要か」などを尋ねる予定だ。

調査会は、幼い子どもへの心臓移植に道を開くために、１５歳未満の子
どもが脳死となった場合には親権者の同意で臓器提供できるように
するかどうか、という点などを検討してきた。

この日の作業班では、衆院議員の河野太郎氏が「年齢を問わず、脳死
になった人が、生前に臓器提供を拒否する意思表示をしていなけれ
ば、遺族の同意だけで提供できる」などとするたたき台案を提示。「現
実的でない」とする意見が出され、そのまま改正案の素案にするのは
見送られた。その結果、全国会議員の意見を尋ねることで一致。「脳
死は人の死か」から問い直し、法案づくりの焦点となる項目について
聞きたいとしている。



臓器移植患者団体連絡会の方針
（2003年9月19日毎日新聞朝刊）

自民党を中心に進められている臓器移植法の見直し作業
について、移植関連の患者６団体による「臓器移植患
者団体連絡会」（大久保通方代表幹事）は１８日、「本人
が臓器提供を拒否する意思を示していない限り、年齢
を問わず遺族の同意のみで提供できる」ように改正す
ることを求める方針を明らかにした。これまでは、同法
が認めていない１５歳未満の脳死臓器提供を認めるよ
う要求していたが、脳死移植が２４例にとどまっている
現状を考慮、移植医療をもっと定着させる必要があると
して方針転換した。



移植用臓器の提供・摘出

ドナーに利益となるものではなく，ドナーの提供意
思の表示があって初めて正当化される。

　　　　　　　　　　　　　↑

　　　　　　　　　　　　　↓

ドナーに対する利益も認めることができ，場合によっ
ては，ドナーの提供意思表示がなくても，ドナー
のために行うことができる。



臓器提供先に関する本人の生前意思の取扱い

本法施行後15例目（2001年7月）の脳死下における臓器提供事
例において，ドナー本人は，生前，二人の親族に臓器を提供
する意思を表示していた。日本臓器移植ネットワークは，厚
生労働省に対応を照会した上で，ドナーの生前の意思を尊重
して，親族二人へ臓器（腎臓）が移植されるようあっせんを
行った。

この事例を契機として，厚労省厚生科学審議会疾病対策部会臓
器移植委員会で2001年9月から2002年7月にかけて7回にわたっ
て，レシピエントを指定するドナーの意思の取扱いについて
議論され，その間，厚労省ホームページ上で2回の「ご意見
募集」がなされた。しかし，委員会では意見の一致が得られ
ず，国会等における意見のとりまとめが要請されるとともに，
当面は，提供先を指定する本人の生前意思に基づく臓器提供
は認めないこととされ，その旨が運用指針第１に規定された。



臓器提供先に関する本人の生前意思の取扱い

【「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針（ガイド
ライン）〔平成９年10月８日，14年７月31日改正〕】

第１　書面による意思表示ができる年齢等に関する事項

　　　　　・・・
　臓器の提供先を指定する意思が書面により表示さ
れていた場合は、脳死・心臓死の区別や臓器の別に
かかわらず、親族に限定する場合も含めて、当面、
当該提供先を指定する意思表示を行った者に対する
法に基づく脳死判定及びその者からの臓器の摘出
は見合わせること。



関西医大事件大阪地裁判決
（平成10年5月20日）

【原告】平成5年11月に死亡し，死体から腎臓を摘出
された女性の母親

【被告】腎臓を摘出した関西医大付属病院救急センター
の医師（同大助教授で本件患者を担当する医療チー
ムのリーダー）と同病院を設営する学校法人関西医
大

【請求の内容】①摘出に対する承諾の欠如，②救命治
療の放棄，③延命を妨げる積極的措置の実施，④摘
出される腎臓の早期冷却保存のために（心停止後直
ちに灌流液を注入できるように）ドナー生存中にな
されたカテーテル挿入行為の違法性，などを理由と
して，不法行為による損害賠償を請求



関西医大事件大阪地裁判決
（平成10年5月20日）

【判旨】

　①②③の点については原告の主張を退けた。

　④については，心停止後の灌流液注入のためのカテー
テル挿入は，「ドナー本人の右行為を承認する確定
的な意思の表示が前もってなされていたのであれば，
社会的に許容される」が，そのような意思表示の存
在についての主張，立証はなく，また，ドナーの夫
からの承諾があったとする被告側の主張に対しては，
「生存中の患者の身体を傷つける治療行為とはいえ
ない行為につき，その患者の夫が承認をすることの
できる法的根拠を見出すことはできない。（次ペー
ジに続く）



関西医大事件大阪地裁判決
（平成10年5月20日）

仮に，夫が本件カテーテル挿入行為を行うことにつき
承諾していれば，右行為の違法性が阻却されると解す
ることができるとしても，被告医師が，本件カテーテ
ル挿入行為を行うに先立ち，夫に対し，本件カテーテ
ル挿入行為が患者に対する治療としてなされるもので
はなく，心停止後の腎臓の悪化を防ぐために行う必要
があるものであることを説明して，夫から，本件カテー
テル挿入行為を行うことについて承諾を得たことは，
本件全証拠によってもこれを認めるに足りない」と述
べ，被告に対して，原告に損害賠償として20万円を支
払うよう命じた。



大阪地裁判決以降の動き

　日本移植学会――「カテーテル挿入など臓器
提供を目的とした一連の医療行為は基本的には
家族の臓器提供の承諾のなかに含まれるもので
あり，インフォームドコンセント取得後に施行
される場合は妥当である」とする見解を表明し
（平成10年5月28日），被告に控訴を促した。

　被告関西医大――判決の「仮に」以下の部分
を，家族の承諾があればカテーテル挿入が容認
される可能性を示唆するものと解して，控訴し
なかった（本判決が確定）。



カテーテル挿入の法的問題
　灌流液注入のためのカテーテル挿入，血液凝固防止の
ためのヘパリン注入，ひいては組織適合性検査のための
採血などの準備処置――移植の成功のために行われる
ドナーの身体に対する侵襲

　ドナーが生きている場合にはドナーの承諾が必要。ドナー
があらかじめ臓器提供意思を表示しており，併せて準備
処置に対する承諾も表示しておれば，本判決もいうように，
その違法性は阻却される。さらに，準備処置に対するドナー
の承諾がなくても，臓器提供意思が本人にあった場合で
あれば，準備処置がドナーに及ぼす悪影響が小さいこと
を理由に，違法性を否定できる余地もある。しかし，臓器
の提供が家族によってなされた場合に，準備処置に対す
る家族の承諾で違法性が阻却されるとすることは難しい。



厚生省の通知（平成10年9月18日）

①　臓器移植法の附則に基づき，心停止後の腎臓の摘出につい
ては，死亡した者の臓器提供の意思が不明な場合であっても，
遺族が書面により承諾しているときは行うことができること，

②　カテーテルの挿入その他の術前措置は，腎臓摘出に際して
医療現場において一般に行われてきたものと承知しているこ
と，

③　術前措置は，腎臓の移植術を医学的に適正に実施する上で
必要と認められるものであり，いずれの措置も身体に対する
侵襲性が極めて軽微であること

から，救命治療を尽くしたにもかかわらず脳死状態と診断され
た後において家族の承諾に基づいて術前措置を行うことは，
臓器移植法の予定している行為であると考えられる・・。



生体臓器移植
生体からの移植用臓器の摘出については本法の適用がな
く，その適法性は，民法および刑法の一般的な理論か
ら判断せざるを得ない。結論的にいうと，以下の要件
が満たされれば，摘出行為は適法であるといえよう。

　①目的が正当であること（他者の救命･健康の回復），
②レシピエントが得る利益がドナーに対する危険･不
利益に優っていること

　③方法が適切であること（ドナーに対する危険･不利
益が小さい方法でなされること）

　④ドナーのインフォームド・コンセントがあること，

　⑤必要な手続が尽くされていること（実験的要素が強
い場合に倫理委員会の承認が得られていることなど）。



死体からの組織の移植――運用指針第12　６

「法が規定しているのは、臓器の移植等についてであっ
て、皮膚、血管、心臓弁、骨等の組織の移植について
は対象としておらず、また、これら組織の移植のため
の特段の法令はないが、通常本人又は遺族の承諾を得
た上で医療上の行為として行われ、医療的見地、社会
的見地等から相当と認められる場合には許容されるも
のであること。

したがって、組織の摘出に当たっては、組織の摘出に
係る遺族等の承諾を得ることが最低限必要であり、遺
族等に対して、摘出する組織の種類やその目的等につ
いて十分な説明を行った上で、書面により承諾を得る
ことが運用上適切であること。」
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